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旧
日
本
軍
の
防
空
壕
の
再
調
査
と
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

去
る
四
月
九
日
に
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
武
岡
一
丁
目
の
防
空
壕
と
み
ら
れ
る
地
下
壕
で
、
中
学
生
四
人
の
尊
い
生
命
が
失
わ

れ
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
故
が
発
生
し
た
。
今
回
の
事
故
は
、
国
土
交
通
省
、
農
林
水
産
省
、
林
野
庁
に
よ
る
、
二
〇
〇
一
年

度
の
特
殊
地
下
壕
実
態
調
査
で
把
握
さ
れ
て
い
な
い
壕
で
発
生
し
て
い
る
。
鹿
児
島
県
鹿
屋
市
で
は
、
五
年
前
に
も
防
空
壕
の

上
を
走
る
県
道
が
陥
没
し
、
車
ご
と
転
落
し
て
女
性
が
亡
く
な
る
と
い
う
事
故
が
起
き
て
い
る
。
こ
の
地
下
壕
も
未
確
認
で

あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
故
は
、
い
ま
な
お
、
確
認
で
き
て
い
な
い
壕
が
多
数
存
在
す
る
の
で
は
と
い
う
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。
戦
後
六
〇
年
を
経
過
し
た
今
日
、
旧
日
本
軍
の
防
空
壕
の
再
調
査
と
安
全
対
策
は
緊
要
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

鹿
児
島
市
武
岡
一
丁
目
の
地
下
壕
で
発
生
し
た
事
故
の
原
因
究
明
と
再
発
防
止
に
つ
い
て

�

事
故
原
因
の
究
明
と
再
発
防
止
策
を
伺
い
た
い
。

�

当
該
地
下
壕
は
、
旧
日
本
軍
の
防
空
壕
と
確
認
で
き
た
の
か
。

�

二
〇
〇
一
年
の
特
殊
地
下
壕
実
態
調
査
（
以
下
「
実
態
調
査
」
と
い
う
。
）
で
は
、
何
故
、
把
握
で
き
な
か
っ
た
の

か
。

一



�

事
故
後
、
「
実
態
調
査
」
で
把
握
さ
れ
て
い
る
地
下
壕
の
安
全
点
検
と
再
調
査
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
指
示
を
し
た

の
か
。
そ
の
際
、
危
険
性
の
あ
る
壕
の
緊
急
の
安
全
対
策
を
ど
う
い
う
手
法
で
講
ず
る
の
か
。

二

二
〇
〇
一
年
の
「
実
態
調
査
」
結
果
に
基
づ
く
全
国
の
防
空
壕
の
安
全
対
策
と
追
加
調
査
に
つ
い
て

�

「
実
態
調
査
」
で
は
、
今
回
、
事
故
が
起
き
た
鹿
児
島
県
は
、
一
九
九
一
箇
所
、
そ
の
う
ち
危
険
度
の
高
い
壕
は
五
七

箇
所
、
危
険
又
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
壕
は
二
四
一
箇
所
、
総
数
で
は
、
全
国
の
四
割
が
集
中
し
て
い
る
。

長
崎
県
は
、
五
三
三
箇
所
、
危
険
度
の
高
い
壕
は
六
八
箇
所
、
危
険
又
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
壕
は
九
五
箇
所
で
あ

る
。ま

た
沖
縄
県
は
、
二
三
八
箇
所
、
危
険
度
の
高
い
壕
は
二
七
箇
所
、
危
険
又
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
壕
は
四
二
箇
所
、

全
国
的
に
み
て
も
そ
の
数
は
極
め
て
多
い
。

こ
の
際
、
各
都
道
府
県
別
に
存
在
す
る
壕
の
数
を
危
険
度
の
基
準
に
従
っ
て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

二
〇
〇
一
年
度
の
「
実
態
調
査
」
で
把
握
し
て
い
る
地
下
壕
は
五
〇
〇
三
箇
所
に
達
す
る
と
い
う
が
、
そ
の
壕
の
安
全

対
策
並
び
に
住
民
の
生
活
と
安
全
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
国
の
基
本
的
な
考
え
方
を
伺
い
た
い
。

�

鹿
児
島
市
は
、
四
月
二
一
日
現
在
で
、
新
た
な
壕
を
一
一
〇
箇
所
確
認
し
て
お
り
、
今
後
も
増
え
る
と
の
予
想
を
し
て

二



い
る
が
、
二
〇
〇
一
年
度
の
「
実
態
調
査
」
で
把
握
で
き
て
い
な
い
防
空
壕
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
体
制
と
方
法
で

調
査
を
実
施
す
る
の
か
。

三

防
空
壕
の
認
定
基
準
及
び
危
険
度
の
基
準
に
つ
い
て

�

防
空
壕
、
す
な
わ
ち
特
殊
地
下
壕
の
認
定
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

危
険
度
の
基
準
と
考
え
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
実
態
調
査
」
で
は
、
壕
に
つ
い
て
、
「
危
険
度
の
高
い
壕
」
、
「
危
険
又
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
壕
」
と
区
別
し
て

い
る
が
、
そ
の
危
険
度
の
判
断
基
準
は
な
に
か
。

危
険
度
の
基
準
に
つ
い
て
、
「
危
険
度
の
高
い
壕
」
と
「
危
険
又
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
壕
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
違

う
の
か
、
ま
た
、
「
危
険
又
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
壕
」
と
そ
れ
以
外
の
壕
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
理
解
で
き
る

よ
う
に
説
明
さ
れ
た
い
。

�

危
険
度
の
基
準
に
は
、
物
的
危
険
度
、
人
的
危
険
度
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
危
険
性
を
い
う
の
か
、
ま
た
、

基
準
に
は
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
に
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
危
険
性
の
度
合
い
を
説
明
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
危
険
度
の
基
準
は
、
あ
ま
り
に
も
厳
格
す
ぎ
て
特
殊
地
下
壕
の
現
状
の
危
険
性
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し

三



て
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
基
準
の
見
直
し
を
求
め
る
声
が
あ
る
が
、
ど
う
考
え
る
の
か
。

四

特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
及
び
特
殊
地
下
壕
対
策
災
害
関
連
事
業
に
つ
い
て

�

壕
の
対
策
に
係
る
事
業
は
、
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
と
特
殊
地
下
壕
災
害
関
連
事
業
と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
事

業
の
国
の
補
助
率
、
地
方
公
共
団
体
と
の
負
担
割
合
等
そ
の
内
容
及
び
事
業
の
所
管
省
庁
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た

こ
れ
以
外
に
壕
の
対
策
事
業
が
あ
れ
ば
伺
い
た
い
。

�

旧
軍
が
築
造
し
た
壕
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
軍
事
工
場
」
、
「
地
方
自
治
体
」
、
「
町
内
会
」
が
築
造
し
た
壕
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
軍
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
国
の
責
任
に
お
い
て
行
な
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う

か
、
ま
た
事
業
主
体
を
地
方
公
共
団
体
と
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

�

こ
の
事
業
の
対
象
と
な
る
の
は
、
「
危
険
度
の
高
い
壕
」
、
す
な
わ
ち
危
険
度
の
基
準
Ａ
、
Ｂ
に
該
当
す
る
壕
な
の

か
。
ま
た
、
築
造
主
体
が
、
「
旧
日
本
軍
」
、
「
地
方
自
治
体
」
、
「
町
内
会
」
で
あ
れ
、
こ
の
事
業
の
対
象
に
な
る
の

か
。

�

二
〇
〇
一
年
度
の
「
実
態
調
査
」
で
は
、
「
危
険
度
の
高
い
壕
」
は
、
全
国
の
特
殊
地
下
壕
五
〇
〇
三
箇
所
の
う
ち
、

わ
ず
か
五
一
八
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
「
危
険
度
の
高
い
壕
」
の
対
策
事
業
は
、
一
九
九
四
年
か
ら
九
五
年
ま
で
は
、
災
害

四



復
旧
関
連
の
事
業
で
、
そ
の
後
は
、
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
で
実
施
し
て
き
た
と
い
う
が
、
一
連
の
対
策
事
業
の
経
過
及

び
各
年
度
予
算
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
危
険
度
の
高
い
壕
」
、
五
一
八
箇
所
に
つ
い
て
の
各
事
業
の
進
捗
状
況
を
各
都
道
府
県
別
に
示
さ
れ
た
い
。

�

特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
等
の
対
象
に
な
ら
な
い
「
危
険
又
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
壕
」
は
、
全
国
に
七
七
七
箇
所
あ
る

が
、
こ
の
壕
に
つ
い
て
も
、
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
等
の
対
象
に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
対
象
と
し
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
国
は
、
こ
の
壕
の
安
全
等
対
策
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


